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・2022年12月以降の雇用調整助成金コロナ特例

経過措置

・中小企業で月60時間超の時間外労働の割増率

引き上げ ～2023年4月1日施行～

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

既に大企業で適用されていますが、2023年4月1日
以降は、中小企業でも1か月60時間を超える法定時
間外労働に対しては、使用者は50％以上の率で計
算した割増賃金を支払わなければなりません。

中小企業に該当するかは、以下①または②を満た
すかどうかで企業単位で判断します。

【深夜労働との関係】

月60時間を超える時間外労働を深夜
（22:00～5:00）の時間帯に行わせる

場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割
増賃金率50％＝75％となります。

【休日労働との関係】

月60時間の時間外労働時間の算定に
は、法定休日に行った労働時間は含まれ
ませんが、それ以外の休日に行った

労働時間は含まれます。
（※）法定休日労働の割増賃金率は

35％です。

月60時間を超える法定時間外労
働を行った労働者の健康を確保す
るため引き上げ分の割増賃金の支
払の代わりに有給の休暇（代替休
暇）を付与することができます。

代替休暇制度導入にあたっては、
過半数組合、それがない場合は過
半数代表者との間で労使協定を結
ぶことが必要です。

また実際に代替休暇を

取得するか否かは、労働者

の意思により決定されます。５

月60時間を超える時間外
労働が深夜や休日の場合
はどうなりますか。

来年4月から中小企業の割増賃金率
が上がると聞きましたが、どれくらい上
がるのでしょうか。

割増賃金を支払う代わりに、有給の休暇
を与えることも可能と聞きましたが、本当
ですか。

１ ３

2022年12月以降の雇用調整助成金コロナ特例経過措置

２

６

作成日：2022.11.21

４

雇用調整助成金の助成内容は2022年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過
措置が設けられます。経過措置の対象範囲に該当する場合の2022年12月１日から2023年3月31日までの助成内容等は
以下のとおりです。※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、作成時点での予定です。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

経過措置の対象範囲

中小企業で月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ～2023年4月1日施行～

■2020年１月24日から2022年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所
が経過措置の対象

■コロナ特例を利用したことがない事業所が、2022年12月1日以降の休業等について雇用調整助成金を利用する場
合、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要あり （一部緩和措置あり）

経過措置の内容
（※1）2021年1月8日以降の解雇等の有無を確認。判定基礎期間の初日 2022年12月～2023年1月 2023年2月～3月

中
小
企
業

原則（※2）
2/3
8,355円

特に業況が厳しい
事業主（※3）

2/3（9/10）
9,000円

-

大
企
業

原則（※2）
1/2
8,355円

特に業況が厳しい
事業主（※3）

1/2（2/3）
9,000円

-

（注）上段は助成率、下段は金額は１人１日あたりの上限額、カッコ書きの助成率は解雇等を行わない場合(※１)

（※3）生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前
同期比で30%以上減少している事業主。申請月ごとに生産指標を
確認。

（※2）生産指標が、前年同期比（2019年から2022年までのいずれか
の年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可）で1か月10%
以上減少している事業主。生産指標の確認は、対象期間が1年以上
経過した事業主から順次対象となる。

なお、計画届を提出不要とすることやクーリング期間を適用しないことなどの「コロナ特例」については、経過措置の
対象事業所の場合、経過措置期間中（2022年12月１日から2023年3月31日まで）は継続予定です。

業種
①資本金額
または出資総額

②常用労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他 3億円以下 300人以下


